
　　　　　　　　　　　　　　　　契 約 実 績 票　　　　　　　　　　　
　
令和　年　月　日
　府　中　町　長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地（住所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名
　令和６年度から令和８年度までの契約実績は次のとおりで、すべて誠実に履行しました。
	契約種類
	《大分類》
	《中分類》

	契約の相手方
及び契約担当課名
	契約件名
	契約金額
（消費税込み）
	契約方法
（いずれかに〇を付けること。）
	契約期間
	履行期間
※　契約書に、履行期間の
　記載がある場合に記入。

	
	
	千円
	
	長期継続契約
	自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日
	自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

	
	
	
	
	債務負担行為に係る契約
	
	

	
	
	
	
	その他の契約
	
	

	
	
	千円
	
	長期継続契約
	自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日
	自　　年　　月　　日
至　　年　　月　　日

	
	
	
	
	債務負担行為に係る契約
	
	

	
	
	
	
	その他の契約
	
	


注　入札保証金又は契約保証金の免除のためには、当該契約を締結する日の属する年度及び前２年度の間に当該契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上（当該応札又は契約金額の１００分の８０以上）とする契約を町又は国若しくは他の地方自治体と２回以上にわたって締結した実績が必要です。

契約履行実績による入札保証金又は契約保証金の免除のためには、当該契約を締結する日の属する年度及び前２年度の間に当該契約と種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする（注）契約を町又は国若しくは他の地方自治体と締結した実績が、２件以上必要です。
１　契約履行実績の対象となる契約
契約履行実績の対象となる契約は、次に掲げるいずれかの契約とします。
⑴　「当該契約を締結する日の属する年度及び前２年度の間」に次の条件を全て満たす、履行期間が１２か月以上の長期継続契約又は債務負担行為に係る契約
①　契約を締結した状態にあること。（契約締結日は属していなくてもよい。）
②　履行期間（※１）が１２か月以上属していること。（契約書で定める履行期間の終期は属していなくてもよい。）（※２）
（※１）契約書に履行期間の記載がある場合の履行期間。（契約期間から履行前期間を除いた期間。）
（※２）契約を締結する日までに１２か月以上の履行を完了する予定の契約について、契約を締結するまでに不履行となった場合は、契約履行実績として認めないこと。
⑵　「当該契約を締結する日の属する年度及び前２年度の間」に次の条件を全て満たす、上記⑴を除く契約
①　契約締結日が属していること。
②　契約期間又は履行期間（※１）がすべて属していること。（※２）
（※１）契約書に履行期間の記載がある場合の履行期間。（契約期間から履行前期間を除いた期間。）
（※２）契約を締結する日までにすべての履行を完了する予定の契約について、契約を締結するまでに不履行となった場合は、契約履行実績として認めないこと。
（注）「種類を同じくし、かつ、規模を同等以上とする」について
○「種類を同じくし」とは
平成１７年１２月２８日付け総務部長通知中の別紙「財務規則第５９条第１項第６号に規定する契約種類」により種類を判断するものとします。
○「規模を同等以上とする」とは
契約額（単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た額。）の１００分の８０以上のものをいい、契約方法により次表の区分に従うものとします。
契約方法による区分
	
	実績の対象とする契約

	
	（１）の契約
	（２）の契約

	
	契約額が総額又は単価表示
	契約額が月額表示
	

	締結する契約
	履行期間が12か月以上の長期継続契約
又は債務負担行為に係る契約
	契約が総額又は
単価表示
	実績の対象とする契約の契約額（※）（長期継続契約の場合は、各年度の支払額のうち最高額）が、締結する契約の契約額（※）（長期継続契約の場合は、各年度の支払予定額のうち最高額）の100分の80以上であること。
	実績の対象とする契約の月額に契約月数（長期継続契約の場合は12か月）を乗じて得た額が、締結する契約の契約額（※）（長期継続契約の場合は、各年度の支払予定額のうち最高額）の100分の80以上であること。
	実績の対象とする契約の契約額（※）が、締結する契約の契約額（※）（長期継続契約の場合は、各年度の支払予定額のうち最高額）の100分の80以上であること。

	
	
	契約額が月額表示
	実績の対象とする契約の契約額（※）（長期継続契約の場合は、各年度の支払額のうち最高額）が、締結する契約の月額に契約月数（長期継続契約の場合は、12か月）を乗じて得た額の100分の80以上であること。
	実績の対象とする契約の月額に契約月数（長期継続契約の場合は、12か月）を乗じて得た額が、締結する契約の月額に契約月数（長期継続契約の場合は、12か月）を乗じて得た額の100分の80以上であること。
	実績の対象とする契約の契約額（※）が、締結する契約の月額に契約月数（長期継続契約の場合は、12か月）を乗じて得た額の100分の80以上であること。

	
	その他の契約
	実績の対象とする契約の契約額（※）（長期継続契約の場合は、各年度の支払額のうち最高額）が、締結する契約の契約額（※）の100分の80以上であること。
	実績の対象とする契約の月額に契約月数（長期継続契約の場合は、12か月）を乗じて得た額が、締結する契約の契約額（※）の100分の80以上であること。
	実績の対象とする契約の契約額（※）が、締結する契約の契約額（※）の100分の80以上であること。


※単価契約については、契約単価に予定数量を乗じて得た額とする。

契約履行実績の対象となる契約（例）
	
	令和3年度
	令和4年度
	令和5年度
	令和6年度
	令和7年度
	令和8年度

	（例）
締結する契約
	
	[image: image1.png]



	
	
	
	

	契約履行実績の対象とする契約
	長期継続契約
又は
債務負担行為に
係る契約
	
	
	
	
	
	

	
	その他の契約
	
	
	
	
	
	


（4/1）





契約の相手方を決定した日（2/28）





当該契約を締結する日の属する年度及び前２年度以内





当該契約を締結する日（3/5）





●：契約締結日（以下同じ。）





（○対象）





当該契約を締結する日の属する年度及び前２年度以内に


①　契約を締結した状態にあること。（契約締結日は属していなくてもよい。）


②　履行期間（契約書に履行期間の記載がある場合の履行期間（契約期間から履行前期間を除いた期間）。）が12か月以上属していること。（契約書で定める履行期間の終期は属していなくてもよい。）





履行期間





（○対象）





（○対象）





（×対象外）





12か月以上





12か月以上





12か月以上





（×対象外）





履行期間





履行期間





履行期間





12か月未満





履行期間





（×対象外）





●：契約締結日（以下同じ。）





契約期間





当該契約を締結する日の属する年度及び前２年度以内に


①　契約締結日が属していること。


②　契約期間又は履行期間（契約書に履行期間の記載がある場合の履行期間（契約期間から履行前期間を除いた期間）。）がすべて属していること。





（○対象）





（×対象外）





契約期間





契約期間





（○対象）





契約期間





（×対象外）





契約期間








